社会福祉法人　東陽会
令和８年度事業計画
基本方針
介護保険法下における介護老人施設として、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供するサービスの質の評価を行うことにより、常にサービスを受ける立場に立った施設介護事業を実施します。
サービスの提供においては、施設サービス計画(ケアプラン)及び通所介護サービス計画に基づき、介護、相談及び援助、機能訓練、健康管理を行い、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう支援します。
施設の運営に当たっては、入居者の立場に立った「自立（律）支援」を中心としたサービスを提供し、「安心・安全」、「快適」、「思いやり」のある施設を目指します。

各事業計画
●地域密着型特別養護老人ホーム事業
施設理念である「寄り添い、ゆっくり、楽しく暮らす」を基本に、入居者一人ひとりの尊厳と意思を尊重したケアを実践する。また、科学的介護の推進や多職種連携を図りながら、安心・安全な生活環境を整えるとともに、入居者がその人らしく穏やかに生活できる施設づくりを目指す。さらに、介護人材不足や入所ニーズの変化、次期介護報酬改定を見据え、生産性向上や業務改善を進め、安定した施設運営を行う。
	事　業　内　容　（重点項目）

	現在の介護業界の状況を踏まえ、以下の課題に重点的に取り組む。
1. 入居者の重度化に対応したケア体制の強化
2. 介護人材不足への対応と働きやすい職場環境づくり
3. 科学的介護の推進とケアの質の向上
4. 災害・感染症に対応できる体制の強化
5. 稼働率向上による安定した施設運


	目　標・課　題

	（１）質の高い介護サービスの提供
　入居者一人ひとりの心身の状態や生活歴を理解し、その人らしい生活が継続できる
　よう個別ケアを実践する。
　具体的な取り組み
　・水分、運動、排泄、食事を基本とした生活ケアを継続し、身体機能の維持や健康
　　管理に努める。
　・日中の離床や体操、レクリエーションなどを取り入れ、心身の活性化を図る。
　・LIFEのフィードバックデータを活用し、入居者の状態に応じたケアの見直しを
　　行う。
　・介護、看護、栄養、相談員など多職種が連携し、適切なケアの提供を行う。
　・口腔ケアや栄養管理を行い、誤嚥性肺炎や低栄養の予防に努める。
（２）安心・安全な生活環境の整備
　入居者が安心して生活できる環境を整えるため、事故防止や健康管理を徹底する。
　具体的な取り組み
　・入居者の身体状況や生活状況を把握し、転倒や事故の予防に努める。
　・ヒヤリハットや事故報告を職員間で共有し、原因分析と再発防止を行う。
　・日々の健康状態の観察を行い、体調変化の早期発見に努める。
　・医療機関と連携し、必要時には迅速に対応する。
　・感染症対策を継続し、入居者と職員の健康管理に努める。
（３）働きやすい職場環境づくり
　介護人材不足に対応するため、職員が働きやすい環境づくりと業務改善を進める。
　具体的な取り組み
　・業務内容を見直し、無理・無駄・ムラを減らすことで業務の効率化を図る。
　・記録様式や報告方法を見直し、職員間で情報共有がしやすい環境を整える。
　・ICT機器や介護機器の活用を検討し、職員の負担軽減を図る。
　・５S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を取り入れ、職場環境の改善を行う。
　・研修や勉強会を通して職員の知識や技術の向上を図る。
（４）権利擁護と適切なケアの推進
　入居者の尊厳を守り、安心して生活できる施設づくりを進める。
　具体的な取り組み
　・虐待防止や権利擁護に関する研修を実施し、職員の意識向上を図る。
　・接遇や声掛けを大切にし、思いやりのあるケアを実践する。
　・職員同士でケアの振り返りを行い、不適切ケアの防止に努める。
　・入居者の意思や希望を尊重した生活支援を行う。

（５）災害・感染症対策の強化（BCP）
　災害や感染症発生時においても、入居者の生活を守りながら施設運営を継続できる
　体制を整える。
　具体的な取り組み
　・BCP（事業継続計画）に基づいた訓練を実施する。
　・災害時の対応手順や連絡体制の確認を行う。
　・感染症対策として基本的な感染予防対策を継続する。
　・感染症発生時の対応手順を職員へ周知する。
（６）稼働率向上と安定した施設運営
　安定した施設運営を行うため、入所調整や地域・関係機関との連携を強化し稼働率
　向上を図る。
　数値目標：稼働率　97％
　具体的な取り組み
　・退所後の空床期間を短縮するため、迅速な入所調整を行う。
　・医療機関や老健施設と連携し、入所相談の確保に努める。
　・重度者や認知症高齢者の受け入れ体制を整える。
　・行政と連携し、地域密着型施設として地域ニーズに対応する。



まとめ
　入居者の重度化や介護人材不足など、介護施設を取り巻く環境が厳しい状況にある。
　そのような状況の中でも、入居者一人ひとりの尊厳を大切にし、安心して生活できる
　環境づくりを行うとともに、職員が働きやすい職場づくりを進めながら、地域に必要
　とされる施設運営を目指す。

●ショートステイ事業
ご家族や事業所間の連携を密に行い、ご利用者の心身の状況を把握することで、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮し、居宅での自立した生活が継続できるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことで、ご利用者の心身機能の維持並びにご家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ります。
　また、緊急での受け入れ、急変時にも迅速に対応することで、ご利用者ご家族の安心・安全の確保に努めていきます。
ご利用中は、ご自宅で過ごすようなくつろいだ空間づくりを提供しながら、他者との交流や楽しみの時間を作り、また利用したいと思って頂けるようなショートステイづくりを目指します。
	事業内容（重点項目）

	1 利用者の安全及びケアの質の確保
2 ご利用者の満足度アップ
3 家庭的で居心地の良い環境づくり
4 稼働率の安定と向上
5 感染対策の継続

	目標・課題

	1 事故防止のため、職員間の情報共有を徹底し、見守り機器やICTの活用を進めながら事故予防に努めます。
介護職、看護職、相談員、居宅介護支援事業所との情報共有を密にし、利用者一人一人の状態に応じた支援を行うことで、在宅生活の継続を支えるショートステイとしての役割を強化します。
2 利用者や家族の意見を積極的に取り入れ、外出レクリエーションや季節行事、体操、脳トレ等の活動を充実させます。
個々の希望や生活歴を踏まえた活動を提供し、楽しみや生きがいを感じられる支援を行います。
利用者・家族の満足度を高めることで、定期利用者やリピーターの確保に繋げます。
3 季節を感じられる装飾や空間づくりを行い、家庭的で温かみのある環境を整えます。また、利用者が安心して過ごせる環境整備に努めます。
4 居宅介護支援事業所、病院、老人保健施設等との連携を強化し、新規利用者の確保に努めます。
併設特養の空床枠利用も活用しながら、緊急利用にも柔軟に対応し、平均稼働率85％以上を目標とします。
5 新型コロナウイルスやインフルエンザなど感染症の動向を把握し、状況に応じた感染対策を実施します。
利用前の体調確認、手指消毒、換気、体調管理等の基本的な感染対策を継続し、「感染者を出さない・広げない」を目標に取り組みます。



●通所介護事業
ご利用者様が在宅において、笑顔豊かに生き生きと質の高い生活が送れ、社会的孤立感の解消及びご家族様の身体的及び精神的負担の軽減が行えるよう自立支援を促していきます。
　医療機関との連携に努め、リハビリ機能を高めながら在宅生活継続支援を行いたいと思っております。介護予防の観点からご利用者様が実生活における、生活行為に対し明確な目標を持ち、身体面、精神面、社会参加面など様々な面から支援出来るよう訓練を強化していきたいと考えます。
また、社会性の向上や意欲の向上を図る目的で施設通貨をより活用し、在宅生活をより活動的にできるよう、またここに来る意義を高めることに努めたいと思います。
	事　業　内　容　（重点項目）

	ご利用者、ご家族、居宅介護支援事業所に選んでいただけるデイサービスを目指す。
1 新たな科学的介護ソフトの導入を行い、ＡＩの活用により現場の効率化とケアの資質向上を目指す、またＡＩ動作分析ソフトの導入より、客観的な身体機能評価を行うことで一人一人に合わせたリハビリ支援を実現し、付加価値を持つことで、ご利用者、居宅介護支援事業所の満足度を向上させ新規利用者獲得を目指す。
2 自立支援、重度化防止が図れるようリハビリ連携・口腔・栄養機能向上を目指し多職種による介入を行い、サービス提供を強化し、介護度が高い方への通所介護の質をより強化する。
2 認知症利用者の症状の進行の緩和、在宅生活の継続性が図れ、介護者の精神的負担軽減に繋がるよう、利用者一人一人の状態にあわせたサービス提供を行う。
3 定期的な広報誌発行、アンケートによるニーズの把握を実施、多種多様なサービス展開を行い、特徴ある事業所を目指し安定した事業運営に繋げる。
新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症に対し、引き続き平時からの適切な予防対策、ご利用者・ご家族への情報提供、職員を含めた健康管理、関係機関との連携等を実施し予防に努める。

	目　標・課　題

	1 現状で平均利用状況１６，８名（前年度１８，４名、前前年度１７，９名）と新型コロナウイルス感染症５類感染症移行後より徐々に利用者数が回復傾向となっていたが、新規利用者の獲得が鈍化し前年度を下回る結果となった。今後も引き続き対策を徹底し、事業の安定的運営を図り、今年度目標登録者数を定員数の３０名を目標に、利用中止、キャンセル率の低下を図り、令和８年度も引き続き実利用者数平均２５名を目指す。
2 ＬＩＦＥ（科学的介護情報システム）のフィードバックによりＰＤＣＡサイクルへの活用を行い、ご利用者、居宅介護支援事業所への利用メリットを高め、中長期的にケアの質の向上行い利用者増に繋げる。
3 ご利用者様の身体把握に努め、異常の早期発見及び対応を行い、ご家族との情報共有を密に行い、日常での健康維持を行う事で安定した定期利用につなげる。
4 職員の安定的確保、資格取得及び研修への参加により、一人一人の資質向上を目指しつつ、各加算の算定を行い安定した収益に繋げる。また、各職員がご利用者のお一人お一人の目的を見据え、より実践的なケアを行っていく。
5 災害の発生リスクに対し、業務継続に向けた防災計画の見直し、訓練（シュミレーション）の実施、地域住民や関係機関との連携を行い不測の事態に備える。



●居宅介護支援事業
ご利用者、ご家族との良好な関係を構築し、主治医、各施設、関係機関との連携を図りながら、居宅において要介護・要支援状態にある高齢者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。また、地域福祉の向上と地域住民の期待に応えられるように、地域の方々にとって、身近な相談窓口として機能するように努める。
	事　業　内　容　（重点項目）

	1 利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
3 事業においては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護 予防支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4 介護保険制度や地域資源に対する事業内容において、適切な解釈ができるように情報収集・共有を図る。
5 各自治体の委託業務（介護予防支援）を行いながら、依頼に対し適正に実施する。
（現在、介護予防支援の要支援の方のケースは、要介護認定ケース増加と、要介護を優
先的に担当しなければならない観点から、あさぎり町包括支援センターへ徐々に返却
実施している）
6 当事業所は特定事業所加算（Ⅲ）の算定事業所として、質の高いケアマネジメントを行なうように努める。外部研修や内部研修を通じて自らその提供するサービスの振り返りを行なうことで、サービスの評価を常に見直すことで改善を図る。

	目　標・課　題

	1 安定した利用者数と収益の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特定事業所加算（Ⅲ）の要件を満たしつつ3名体制を維持し、今年度90～95件を目標とする。町内のケアマネ不足の現状は変わらず、今後も件数が増えていくことが予想されており、これまで以上の速やかな対応が求められている。利用者の確保が出来ても、マネジメントの質を落とさないよう心掛けていく。また、医療との連携強化の延長でもある入院時情報連携加算・退院・退所加算・通院時情報連携加算等確実な取得を行なうことで、収益にも繋げていく。
②質の高いケアマネジメントの実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　介護支援専門員として、様々な支援方法の提供ができるよう常に自己研鑽を行う。
　そのためには、事業所内外の研修に参加して各職種と連携を深め、地域や関係機関から信
　頼される事業所を目指す。
③人材育成とチームとして働く快適な職場づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・報告・連絡・相談の体制づくりや、災害時・感染症流行時などに担当者不在時のフォロ
ーの体制づくりの確立。
・支援の方向性など、ケアマネ間で話し合える相談しやすい環境を整える。
・オンラインを利用しての効果的な研修や会議に参加し、情報共有を図る。
④特定事業所加算（Ⅲ）の算定要件への取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　
利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし
た会議を週1回開催する。
・現に抱える処遇困難ケースについて具体的な処遇方針。
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策。
・地域における事業者や活用できる社会資源の状態把握。
・保険医療及び福祉に関する諸制度を学び、ケアマネジメントに関する技術を習得する。
・利用者からの苦情があった場合は、即時にその改善方針の検討を実施する。
また、奇数月に開催される町内居宅介護支援事業所事例検討会・連絡会へ参加をする。
⑤経費削減対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　無駄な印刷物や印刷ミスのないように心掛ける。ケアプランデータ連携システム導入後
は紙の使用が削減できており、今後もまた、利用者及び他事業所への電話連絡
　等も常に節減を気にかけ、必要以外に長話をしないようにする。
⑥事故防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　情報入力ミスは給付管理・請求のミスや情報提供した相手側への迷惑にも繋がるため
充分に気を付ける。また、運転車両事故を含む業務に関わる事故を起こさない。
⑦感染症対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　新型コロナウイルス感染症流行のみならず、全ての感染症に対し細心の注意を払い、検温・手指消毒やマスク着用の対策を講じながら、訪問・対面業務を実施していく。場合によっては、感染予防・拡大防止の為、対面業務制限を行なう。
⑧災害対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ご利用者居住地域が地震や水害等災害が起きたときの土砂災害警戒区域危険箇所になっ
ていないか、ハザードマップで確認し、いざという時の備えを行なう。（緊急避難先や連絡先の把握）特に独居世帯については、家族や地域の民生委員や支援者等と密に連絡行い、協力体制を確保する。


●配食サービス事業
　地域支援事業・総合事業として要介護・要支援・二次予防の在宅高齢者に対し、食事提供及び安否確認を目的とし、あさぎり町の委託事業を受けサービス提供を継続していきます。配食サービス範囲として引き続き、あさぎり町上地区及び岡原地区の担当区域を継続して実施する予定です。
	事　業　内　容　（重点項目）

	・あさぎり町の委託事業の継続のもと、食事提供及び安否確認をし、地域貢献施設として
務める。
・食の衛生管理
　食の安心安全に努め、喜ばれる美味しい弁当の提供に努める。

	目　標・課　題

	1 ご利用者様の嗜好など取りいれたお好み弁当になるよう検討していく。
2 福祉課と担当のケアの方との連携の確立をはかり、ご家族様・利用者様のご希望に応えていく。



●その他事業
上記に加えて令和８年度も、福祉避難所についてあさぎり町その他の行政機関から支援の要請があった場合、迅速に対応できるよう努めます。
あさぎり町家族介護教室や各公民館等で開催される地域型サロン出前講座について、今後も講師派遣を行い地域住民の方の在宅介護の推進、身近な相談窓口として協力体制を構築していきます。

